
宅
住
し
‘

湖
完
成
町
・伊
横
町
山
に
目
下
ん
E
詩
文
を
健

一
稿。

一

オ
ホ
シ
マ
ゼ
ン
大
島
薯

宇
は
伯
酒
、
通
掃
を

一

オ
ホ
シ
マ
ハ
マ

ミ
く
し、

税
制
品
集
・
君
山
持
取
等
町
地
印刷
が
あ
る
o
印

一

ォ
ホ
シ
マ
大
島

市
引
咋
部
制
松
庄
に
出
す
る
留

一
番
之
介
と
都
L
-
後
者
太
郎
と
位
め
た
。
恕
は
拓
軒
-
一
小
手。

一L

枚
民
同
総
艇
に
よ
れ
ば
、
お
山
は
名
刺
川
信
辺
町
家
人
前
。
能
資
計
跡
芯
に
、
『
此
村
に
出
兵
衛
と
て
百
姓
あ

一
七
政
記
は
滋
耳
γ
0

挑
年
白
子
で
、
耕
一
水
六
年
家
を
袋

一

オ
ホ
ス
ガ
ナ
ミ
大
菅
波

江
川
山
部
那
谷
に
邸

一
印
牧
道
兵
衛
内
川
町
で
、
若
年
か
ら
杭
仰
に
れ

へ
、
泊

り

o
利・
4
公
布
必
制
御
仰
巾
御
川
に
宜
ち
し
も
の
に

一
ぎ
、
明
倫
蛍
一
山
一政
と
な
。
、
前
刷
出
川
端
恰
及
び
川
r
f随
一

ず
る
部
孫
。
笈
恕
紀
州
に
、
松
市
は
山
必
に
あ
っ
た

一
山
一
ー
を
大
仰
と
町
的
、
家
政
七
十
討
を
泣
付
て
誌
を
役

一
て
、
御
靴
子
・御
盤
引
な
ど
持
制
へ

b
o』
と
あ
る
。

一
山市
川
の
侍
却
と
な
り
、
次
い
で
殴
併
の
統
を
彼
ぐ
に
及

が

、
山
口
玄
析
の
昨
今
の
.
肋
に
移
さ
れ
た
。
こ
の
凶

在
勤
め
て
ゐ
た
が
、
元
文
四
年
致
引
の
後
お
山
と
い

オ
ホ
シ
マ
大
島

出
向
榔
能
殺
め
の
北
方
保
上

一
び
、
似
教
授
に
進
ん
だ
。
文
久

U
越
同
家
多
鑑
、
結

↑
そ
の
地
に
官
他
が
あ
っ
た
か
ら
村
伊
引
が
起
っ
た
と
あ

ひ
、
揺

さ

年

九

H
七
十
除
以
下
、
残
し
た
υ
君
山
に
に
あ
る
刈
剛山
0

一
侠
貯
金
J

聞
朝
一
見
顕
し
て
、
紙
ね
蹴
川崎
な
か
っ
た
が
、

一
る
O
L
か
L
古

へ
の
け
μ
辿
郷
と
聞
係
あ
る
地
主
'
~
か

は
見
子
が
な
か
っ
た
か
ら
、
前
人
中
断
佐
左
衛
門
の

オ
ホ
シ
マ
大
島

臥
奈
川
の
抱
上
に
あ
る
七
つ

一
一昨治
に
随
従
し
て
、
陰
に
献
特
す
る
腕
が
あ
っ
た
o

e
ら
、
前
段
は
附
合
で
あ
る
。

子
を
m
喜

子
に
し
て
門
訟
を
秘
っ
た
。
そ
れ
が
印
枚
見
二

時
の
一
つ
u

Hr
川
町
の
科
k
に
、
『
大
尚
一
両
さ
四
十
間

一
悦
に
し
て
正
制
革
新
し
、
童
謡
附
に
任
ぜ
ら
れ
、

一

オ
ホ
ス
ギ
大
杉

能
話
器
抑
制
定
邸
す
る
部

三
左
衛
円
で
あ
り
、
そ
の
子
仲
左
衛
門
は
ま
た
各
自
山
崎
、
U
K

さ
二
山
川
位
、
幅
引
九
十
凶
躍
。
此
昂
の
内

一
鹿
山リの
滞
知
事
と
な
る
や
、
之
に
近
侍
し
て
家
記
編

一
柄。

郷
村
街
中
指
抄
に
、
昔
年
大
杉
の
制
が
あ
っ
た
か

氏
に
付

へ
て
、
家
政
八
十
討
を
党
け
た
と
あ
る
υ

に
え
の
本
一
本
、
椛
二一本
日
起
主
ハ
寸
よ
り
一
尺
斗

一
刊
の
尽
を
総
官
し
、
援
金
博
中
川
口
・・

軒
明
耐
校
の
敬

一
ら
H
U
名
を
得
た
と
あ
る
。

オ
ホ
サ
ハ
ノ
ナ
イ
キ
大
還
の
内
記

臥

fmm大
開
討
さ

=
…削
M
州
市
有
之
υ
民
対
よ
り
六
且
迄
之
内
海
士

一
仰
に

Mm任
し
、
九
年
職
を

僻
し
て
東
上
す
る
に
及

一

オ
ホ
ス
ギ
ガ
ハ
大
杉
川

」
ア
タ
カ
ガ

ハ

安

印刷り
」1
村
役
ω
間
引
氏
。
天
日
止
の
凶
そ
の
組
謙
一絡
は
れ
ハ
蛇

・
さ

F
誌

に

挙

山中
印
は
、
結
の
削
に
竹
を
波

一
び
、
一
内
び
前
川
山
氏
の
侍
制
と
な
り
、
無
ね
て
家

hF
Z
一
宅
川
。

日
山
氏
に
臨
し
て
鎚
伎
の
れ
何
人
市
に
抗
し、

前
一
山
利

-
L
U
T
H
を
似
一
夜
肘
巾
o
尤
波
小
屋
等
は
曾
て
無
之
O
』
一
例制修
し
た
が
、
い
ま
だ
梁
を
終
る
に
い
た
ら
ず
し
て

一

オ
ホ
ス
ギ
ザ
キ
大
杉
崎

郎
防
州
部
向
の
北
方

家
の
人
凶
後
亦
之
に
馳
定
し
て
内
同
十
年
十
月
大
開

と
あ
る
ο

一h

析
を
小
股
ぬ
と
い
ふ
は
、
海
士
が
七
つ

一
一
鋭
し
た
。
昨
に
明
治
イ
=
一
年
二
且
八
日
、
平
年
五
十

一
に
あ
っ
て
海
中
に
突
出
L
、
七
路
地
拍
聞
の
民
抽
出
を

の
内
五
械
の
地
を
扶
持
せ
ら
れ
た
。
回
日
投

九
年
初

.
問
内
中
C
己
、
の
み
に
小

い屈
を
述
て
た
か
ら
で
あ

一
四。

一
巡
る
。

め
て
十
村
役
と
な
り
、
十
八
年
十
二
M
m。
子
係
刺
る
。

一

オ
ホ
シ

7
Fウ
ヰ
ン
大
島
桃
年

統
直
の
子
、

一

オ
ホ
ス
ギ
主
ウ
ゲ
大
杉
峠

能
尖
川
大
杉
か
ら

綴
ぎ
、
二
代
内
抱
一止
附
は
阿
国
交
二
一年
九
月
間
問
、
一
-
一代

一

オ
ホ
シ
マ
コ
レ
ナ
ホ
大
島
縫
直

芋
は
然
出
口
、

一
泊
制
制
的
太
、
{
イ
は
摂
氏
、
初
め
防
法
と
蹴

L
、
後
に

一
江
川
山
市
今
政
に
辿
ず
る
峠
。
一
川
さ
附
七
三
米
。

内
記
同
永
は
受
ニ
年
十
品

、
四
代
内
記
時
杭
は

一
沼
紛
山山城
、
白
川
と
蹴

L
、
所

MZ
一一
一自
殺
と
い
う

一
柴
以
と
改
め
た
O

削
問
題
は
そ
の
般
車
似
の
宅

一

オ
ホ
ス
ギ
ダ
ニ
大
杉

谷

能

指

白

山
線
抱
岳

延
伐
三
年
十

一
月
間
問
、
一』
代
制
止
ハ
術
時
間
出
は
りP
保
七

一
た
ω
越
中
剣山悼
の
人
ω
そ
の
叔
父
の
金
制叩
に
在
る
も

一
あ
る
o
桃
年
の
昌
平
鍛
に
向
性
小
ぶ
ゃ
、
大
槻
総
務
と
浪

-
の
凶
北
な
る
叩
問
符
一
で
、
そ
の
水
午
前
川
に
注
ぐ
。

年
四
月
一
鋭
、

六
代
内
記
時
方
は
安
北
二
年
四
月
娘
、

一
の
に
旋
は
れ
た
ω
利
直
年
二

十

二
で
昌
平
慌
に
遊

一
も
税
務
で
あ
っ
た
。
文
政
一
均
年
郷
に
邸
白
、
明
倫
堂

一

オ
ホ
ス
ギ
ノ
イ
テ
フ
大
杉
の
公
源
樹

能
書
州

七
代
内
町
一
約
一
品
は
一
大
川
七
年
二一

H
授
、
八
代
内
記
蛮

-
び
、
立
政
四
年
制
さ
れ
て
明
倫
常
助
教
と
な
り
、
文

一
助
政
と
な
り
、
前
川
狩
泰
の

四
部
隊
委
・
欽
定
四
経

一
大
杉
の
大
杉
榊
枇
泊
内
に
在
る
o
こ
の
郁
訴
に
大
杉

椛
は
平
和
一
-
一年
十
一
周
波
、
九
代
斑
作
時
総
は
文
化

一
政
十
二
年
誌
に
進
ん
で
惑
と
な
り
、
斑
大
小
綿
組

一
等
を
校
一
刻
せ
し
め
た
時
、
桃
年
亦
奥
り
て
功
が
あ
っ

一

2が
あ
る
の
も
、
砧
跡
裂
附
是
枇
の
耐
方
隣
銭
地
に
老
杉
が

T
抗1
日年叩
七
月山税脱
、
十
代
内
一氾配
山
成
肌
功
は
-
天
矢
保
十
年
十

HMλ且

λ
一
に
列
ILし
た
。
是
に
於
い
て仲役笠叫悠日

訓裂間
、
イ

一
代
次
郎
入
成
川
は
間
約
十
六
年
目=
月
に
波

B

制
な
桜
山
(
せ
ん
と
欲
し
て
、
開
制
附
出
hr
改
め
倣
削
酬
を
柿

十
附
聞
と
共
に
拘
禁
の
命
を
受
け
、
刊相山川
・
列
侯
の
泌
す

一
〈
の
古
木
が
在
っ
た
も
の
L

ゃ
う
で
あ
る
。
此
の
公

し
た
。

十
ふ
の
椛
を
トし
っ
た
Q

紘
一
塁
側
刊
を
滞
侠
に
殻
〈
や
、

一
る
も
の
二
十
依一松
に
就
き
て
興
開
を
校
勘
し
た
も
の

一
語
酬
の
艇
部
は
枇
曲
目
改
築
の
際
約
一

米
を
地
中
に
開

オ
ホ
ジ
ヌ
シ
ジ
ン
シ
ヤ
大
地
主
神
社

4
7
チ

普

キ
一例
き
泌
を
閉
ぢ
、
侍
に
別
調
の
訟
を

大
島
漬

能
英
国
大
島
の
内
白

手

オ
ホ
シ
マ

オ
ホ
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